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事務連絡

平成27年3月18日

警 察． 庁

法務省民事局参事官室担当官殿

「民法の一部を改正する法律案」及び｢民法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律案」について

標記の件については、下記のとおり質問を提出しますのでよろしく取り計らい願いま

す。

記

1 民法第3編第1章第7節において「有価証券｣の類型として置かれている「指図証

券｣、 「記名式所持人払証券｣、 「その他の記名証券」及び「無記名証券」について、そ
れぞれの具体例を教示されたい｡また、民法における「有価証券」は、上記4類型で

尽きるものと解してよろしいか。
／一、

6 2民法第520"5,第520条の15及び第520条の20において準用する第520条の15のそ
れぞれの規定により取得された「指図証券｣、 「記名式所持人払証券｣.及び「無記名証

券」については､.民法第193条及び第194条の回復請求の対象とならないと解してよろ

しいか。また、 「その他の記名証券｣ ､については、民法第520条の5、第520条の15及び

第520条の20と同旨の規定が置かれていないことから、民法第193条及び第194条の回復

請求の対象となり得ると解してよろしいか。

3民法第520条の2から第520条の20までの規定の経過措置として､同規定の施行日前

に発行された証券については適用しないとする旨の規定を置いた理由を、証券の取得

時ではなく、発行時を起点とした理由も含めて教示されたい。

一

4発行日が特定できない証券と民法第520条の2から第520条の20までの規定の適用関

係について教示されたい｡
－
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）

警察庁法令担当官殿

平成27年3月18日

法務省民事局参事官室

「民法の一部を改正する法律案」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律案」について（回答） ，

標記について、 3月18日付けで貴庁より提出のあった質問に対し、下記のとおり回

答いたします。

なお、再質問がある場合は、 3月18日 （水） 18時までに、またぐご意見がある場

合は、従来どおり、 3月20日 （金） 18時までに提出願います。

期限までに提出のない場合は、意見等なしとして処理させていただきますので、あら

かじめ御承知願います。

/・~、再～

0

記

1 民法第3編第1章第7節において､｢有価証券」の類型として置かれている「指図証

券｣、 「記名式所持人払証券｣、 「その他の記名証券｣及び｢無記名証券」について、そ
れぞれの具体例を教示されたい。また、民法における「有価証券」は､上記4類型で

尽きるものと解してよろしいか。

【回答】各類型の具体例は，次のとおり。

指図証券 ： 船荷証券

記名式所持人払証券： 記名式の社債券
その他の記名証券 ： 裏書を禁ずる旨を記載した船荷証券

無記名証券 ： 無記名式の社債券

民法における｢有価証券」が上記4類型で尽きることは、御指摘のとおり。

○ 、、
｡

、

2民法第520条の5、第520条の15及び第520条の20において準用する第520条の15のそ

れぞれの規定により取得された「指図証券｣、 「記名式所持人払証券」及び「無記名証

券」については、民法第193条及び第194条の回復請求の対象とならないと解してよろ

しいか。また、 「その他の記名証券」については、民法第520条の5，第520条の15及び

第520条の20と同旨の規定が置かれていないことから、民法第193条及び第194条の回復

請求の対象となり得ると解してよろしいか。

ノ

【回答】前段については、御指摘のとおり。

後段については、その他の記名証券についても改正前の民法第86条第3項に



相当する規定はないため､同法第192条の適用はなく、したがって､同法第1
93条及び第194条の適用もない。

3に曼潔鰯強奪麓鞭鰯雪害鱸縦塞冨鷲筆鰯
時ではなく、発行時を起点とした理由も含めて教示されたい。

【回答】旧法と新法のいずれが適用されるかについての当事者の期待・予測を保護する
ということを経過措置の原則的な考え方としている。改正後の民法第52O条の
2から第520条の20までの規定1こついては､証券の発行時に当該証券につい
て適用される法律についての当事者の期待が生じていると考えられる｡他方でこ
れを修正すべき特段の事情があるとは考えられないことから、証券の発行時を基
準時として経過措置を設けることとした。

4発行日が特定できない証券と民法第520条の2から第520条の20までの規定の適用関○
係について教示されたい。

○

｢発行日が特定できない証券」の意味が明瞭でないが、発行日の特定が容易でな
車室存指すものであるとすると、発行日が施行日後であることを立証すること

【回答】

い事案を指すものであるとすると、発行日が施行
ができる場合には、新法が適用されることになる。 〈
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【様式】

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する
●

意見

／~~、
I

七一
錘

ダ
ダ

C

ｂ

（
、

、

府省庁名 財務省関税局関税課 TEL(直通） ■■■■
p

■

担当者名 小山田 E-mail 一

意見及びその理由

｡

1． 「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整

備法」といいます｡）第127条において、関税法第14条の2第2項の改正を行うこととさ

れていますが､同項については、現在財務省から国会に提出している「関税法及び関税暫

定措置法の一部を改正する法律案」 （以下「関税改正法jといいます｡）においても改正を

予定しております。
● ■

整備法における関税法第14条の2の改正部分と、関税改正法における改正部分とで重

複する部分はなく、整備法本文への影響はないところですが、関税改正法の成立時期（3

月末予定（日切れ法案)）によっては、整備法の閣議決定日における整備法新旧対照表の

規定が、関税改正法による改正後の関税法の規定とで異なることとなります（現在､整備
● 色

法新旧対照表は、関税改正法による改正前の関税法の規定となっています｡)。

関税改正法の新旧対照表をお送りいたしますので、要すれば、整備法新旧対照表を修正

いただけますよう、お願い致します6

【回答】（当庁記入欄）

■

■

● 『

●
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○
関
税
暫
定
措
置
法
（
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和
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五
年
法
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６
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2 ○
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）

弓｜のあ舟

ザ
瞬
寺
の

部
分
の
国
税
」
と
あ
る
の

あ
る
の
は
「
過
悦
一
と
、

忽
凸
「

■
６

■
■

α
Ｚ
も
句
互

●
ロ
● ■

必

●
、

玉
言
、
の
．
ロ

】
万
十

旦
々
宋
鏥

へ〆！．《ゞ

（
第
一
条
関
係
）

○ す
二
心

い
て
、
同
条
第
一

項
第
一
号
中
「
国

号
（
更
正
又
は
央

中
止
ロ
ー
・
⑳

関
税
の
徴
収
権
の
時
効
に
つ
い
て
準
用
す
る
ｃ
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一

項
中
「
部
分
の
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
部
分
の
関
税
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
国

税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
」
と
、
「
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
（
更
正
又
は
決

定
に
よ
る
納
付
）
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第
九
条
第
二
項
（
申
告
納
税
方
式
に

よ
る
関
税
等
の
納
付
）
｜
と
、
同
項
第
二
号
中
「
重
加
算
税
（
第
六
十
八
条
第
一
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改
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）
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（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）

第
六
十
九
条
の
十
一
次
に
掲
げ
る
貨
物
は
、
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
（
省
略
）

ヨ

１
戸

ら

る
」
と
、
「
法
定
納
期
限
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第
十
四
条
第
五
項
（
更
正
、
‐

決
定
等
の
期
間
制
限
）
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
等
（
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
賦
課
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
更
正
が
あ
っ
た
日
）
・
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
納
税
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「

納
税
申
告
（
関
税
法
第
七
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
（
修
正
申
告
）
に
規
定
す
る

納
税
申
告
を
い
う
。
）
に
係
る
書
面
」
と
、
「
当
該
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
．
「
当

該
納
税
申
告
に
係
る
書
面
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
更
正
決
定
等
（
加
算
税
に
係

る
賦
課
決
定
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
更
正
若
し
く
は
関
税
法
第
七
条
の
十

六
第
二
項
（
更
正
及
び
決
定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
又
は
賦
課
決
定
（
過
少
申
告

加
算
税
、
無
申
告
加
算
税
又
は
重
加
算
税
に
係
る
賦
課
決
定
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
更
正
決
定
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
国
税
」
と

あ
る
の
は
「
関
税
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
延
納
、
納
税
の
猶
予
」
と
あ
る
の
は

「
延
納
」
と
、
「
部
分
の
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
部
分
の
関
税
」
．
と
、
「
延
滞
税

及
び
利
子
税
」
と
あ
る
の
は
「
延
滞
税
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
国
税
（
附
帯
税

、
過
怠
税
及
び
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
（
附
帯
税
及
び
関
税
」
と
、
「
当
該

国
税
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
関
税
」
と
、
「
国
税
に
係
る
延
滞
税
又
は
利
子
税
に

つ
い
て
の
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
に
係
る
延
滞
税
に
つ
い
て
の
関
税
］
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
（
省
略
）

税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
」
と
、
「
君
ｕ
剣
剛
召
剛
全
部
若
し
急

の
還
付
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
関
税
を
納
付
す
べ
き
貨
坐

税
を
納
付
し
な
い
で
輸
入
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
貨
物
に
係
る
」

ｎ
ｌ
や
↑

「
判
ｕ
ｑ
剛
矧
馴
全
部
若
し
く
は
一
部
の
税
額

「
又
は
関
税
を
納
付
す
べ
き
貨
物
に
つ
い
て
関

と
、
「
又
は

（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）

第
六
十
九
条
の
十
一
同
上

一
同
上

３
同
上

税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
」
と
、
「
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
税
額
の
還

付
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
関
税
を
納
付
す
べ
き
貨
物
に
つ
い
て
関
税
を

納
付
し
な
い
で
輸
入
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
貨
物
に
係
る
」
と
、
「
法
定
納
期

限
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第
十
四
条
第
五
項
（
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
）

に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
等
（
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
又

は
賦
課
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
更
正
が
あ
っ
た
日
）

」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
納
税
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
納
税
申
告
（
関
税
法
第

七
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
（
修
正
申
告
）
に
規
定
す
る
納
税
申
告
を
い
う
。
）

に
係
る
書
面
」
と
、
「
当
該
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
納
税
申
告
に
係
る
書

面
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
更
正
決
定
等
（
加
算
税
に
係
る
賦
課
決
定
を
除
く
。

）
」
と
あ
る
の
は
「
更
正
若
し
く
は
関
税
法
第
七
条
の
十
六
第
二
項
（
更
正
及
び

決
定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
又
は
賦
課
決
定
（
過
少
申
告
加
算
税
、
無
申
告
加
算

税
又
は
重
加
算
税
に
係
る
賦
課
決
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
更
正
決

定
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
」
と

、
同
条
第
四
項
中
「
延
納
、
納
税
の
猶
予
」
と
あ
る
の
は
「
延
納
」
と
、
「
部
分

の
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
部
分
の
関
税
」
と
、
「
延
滞
税
及
び
利
子
税
」
と
あ
る

の
は
「
延
滞
税
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
国
税
（
附
帯
税
、
過
怠
税
及
び
国
税
」

と
あ
る
の
は
「
関
税
（
附
帯
税
及
び
関
税
」
と
、
「
当
該
国
税
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
関
税
」
と
、
「
国
税
に
係
る
延
滞
税
又
は
利
子
税
に
つ
い
て
の
国
税
」
と
あ

る
の
は
「
関
税
に
係
る
延
滞
税
に
つ
い
て
の
関
税
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
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第
百
五
条
の
二
国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
九
（
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
第
百
五
条
の
二
国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
九
（
第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。

を
除
く
。
）
か
ら
第
七
十
四
条
の
十
一
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
ま
で
）
か
ら
第
七
十
四
条
の
十
一
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
ま
で
（
納
税
義

（
納
税
義
務
者
に
対
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
．
事
前
通
知
を
要
し
な
い
場
合
．
務
者
に
対
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
．
事
前
通
知
を
要
し
な
い
場
合
・
調
査
の
終

調
査
の
終
了
の
際
の
手
続
）
の
規
定
は
、
税
関
長
が
、
税
関
職
員
に
輸
入
者
に
対
了
の
際
の
手
続
）
の
規
定
は
、
税
関
長
が
、
・
税
関
職
員
に
輸
入
者
に
対
し
前
条
第

し
前
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
質
問
、
検
査
又
は
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
を
行

要
求
を
行
わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

二
～
十
‐
（
省
略
）

２
．
３
（
省
略
）

（
輸
入
者
に
対
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
）
：
一
（
輸
入
者
に
対
す
る
調
査
の
事
前
通
知
等
）

規
定
す
る
指
定
薬
物
（
同
法
鐘

一4■

（ ；○

二
～
十
同
上

２
．
３
同
上

、

○
i
、
ー

－3－

（
省
略
）

読
み
替
え
る
国
税
通

則
法
の
規
定

（
省
略
）

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

（
省
略
）

読
み
替
え
る
字
句

同
上

読
み
替
え
る
国
税
通

則
法
の
規
定

同
上

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

同
上

読
み
替
え
る
字
句



（
輸
入
敷
量
が
輔
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

弟
七
条
の
三
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

表
第
一
・
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入

数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告

示
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
六
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」

と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
そ
の
超
貴

る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
動
日
」
と

い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る

関
税
の
率
は
、
関
税
定
率
法
第
三
条
。
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二

条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

法
別
表
に
定
め
る
税
率
（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
っ
て
は
、
同
表
に

定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す

る
マ
ラ
ヶ
シ
１
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す

る
一
般
協
定
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す
る
譲
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
本

国
の
譲
許
表
に
定
め
る
税
率
（
第
七
条
の
七
及
び
第
八
条
の
二
に
お
い
て
。
「
協
定

税
率
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
（
関
悦
に
つ
い
て
の
条
約
の
侍

2 ○
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

暫
定
税
率
）

条
別
表
第
一

れ
る
も
の
に
課

別
表
第
・
一
の
こ

れ
る
も
の
に
課

■
■

ヲ
〆
。
“
蝿
陣
腫
、

秘
の
率

る
物
品

呪
の
率

Ｊ
年
一
一
一
児
一

疋
め
る
税
塞

八
年
三
且
一

定
め
る
期
西

元
窪
，
し
一
十
〃
ス0

巳
１
０

、

僕
税
の
率
は
、

条
若
し
く
は
鍾

法
別
表
に
定
恥

定
め
る
脱
率
。

以衣

殼第 暫
定
税
率
）
、

条
別
表
第
一
に
掲
峨
る
物
品

れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品

れ
る
も
の
に
裸
す
る
謁
脱
の
率

人
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

の
三
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入

苞
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
筈

勺
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
六
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」

ソ
。
）
を
超
え
た
場
合
に
ぱ
、
当
該
各
項
に
喝
げ
る
物
品
の
う
ち
そ
の
超
え

属
α
赤
Ｅ
す
て
α
測
儲
＃
に
騨
訊
公
ｃ
才
そ
も
α
に
詔
す
ヌ

率
法
第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
一

二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
周

（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
っ
て
は
、
同
表
膨

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
寺

属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す

シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す
る
譲
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
大

●

○
（ l
、－－ ．

て
平
励
一
一
十
七
年
三
児
一

は
、
同
表
に
定
め
る
税
牽

で
平
成
二
十
七
年
三
月
一

は
、
同
表
に
定
め
る
塑

表
に
定
め
る
悦
率
と
す
》

赤
め
七
及
ひ
簾
八
条
グ

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

－4－

■
■

q

〆

旬
０

改
正
案

■

●
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〉

も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数

量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
六
項
に
お
い
て
「
協
定
対
象

外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。

２
～
７
（
省
略
）

８
財
務
大
臣
は
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初

日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計

し
た
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
っ

て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
る
物
品
の
輸

入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
並
び
に
当
該
輸
入
数
量
か
ら
当

該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
当
該
各
項
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦

の
輸
入
数
量

度
中
の
当
該
各
項
の
飼
料
用
麦
で
あ
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
原
産
地
と
す
る
も

の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
」
と
い
う
。
）
に

係
る
輸
入
数
量
部
鯏
鬮
刊
封
捌
劇
捌
伺
醐
割
引
創
馴
刺
副
列
訓
利
則
刊
Ｎ
引
川
引
制
創
到
剛

だ
し
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
．
（
同
法
別
表
第
一
○
○
一
・

九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン
を
除
く
Ｐ
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・
九
○

号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を
い
う
○
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
項
に

掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
か
ら
当
該
年

用
麦
の
輸
入
数
量
（
協
定
発
効
目

、
。

《
ｆ
１
１
．
・

別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益
関
税
）
の
規
定
に
よ
る
便
益
を
受
け
な
い
国

（
そ
の
一
部
で
あ
る
地
域
を
含
む
。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
。
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
通
常
の
関

税
率
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の
六
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。
た

頚
の
議
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
飼
料
用
麦

牛
を
軽
過
し
た
日
前
の
期

聰
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
』

ろ α
髭
汐
ユ
入
団
笂
吐
ユ
α
円

２
～
７
同
上
・

８
財
務
大
臣
は
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初

日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計

し
た
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
っ

て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
こ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
る
物
品
の
輸

入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
及
び
当
該
輸
入
数
量
か
ら
当
該

年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
当
該
各
項
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
の

輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
）
を

翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項

度
中
の
当
該
各
項
の
飼
料
用
麦
で
あ
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
原
産
地
と
す
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
」
と
い
う
。
）

に
係
る
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数

量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
六
項
に
お
い
て
「
協
定
対
象

外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。

だ
し
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
（
同
法
別
表
第
一
○
Ｏ
一
・

九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
メ
ス
リ
ン
を
除
く
。
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・
九
○

号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
飼
料
用
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
”
．
）
を
含
む
別
表
第
一
の
六
の
項
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
項
に

掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
か
ら
当
該
年

、

』
．

別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益
関
税
）
の
規
定
に
よ
る
便
益
を
受
け
な
い
国

（
そ
の
一
部
で
あ
る
地
域
を
含
む
。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
通
常
の
関

税
率
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の
六
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。
た

○

－5－



第
七
条
の
五
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

税
定
率
法
別
表
第
○
二
・
○
一
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵
し

た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
生
鮮
等
牛
肉
」
と
い
う
。
）
又

は
同
表
第
○
二
・
○
二
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以

第
七
条
の
四
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

表
第
一
の
七
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
（
数
量
を
課
税
標
準
と
し
て
関

税
を
課
す
る
物
品
に
あ
っ
て
は
、
関
税
定
率
法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
九
ま
で
の

規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
。
以
下
同
じ
や
）
が
発
動
基
準
価
格
（
昭
和
六
十

一
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
に
お
け
る
当
該
物
品
の
課
税
価
格
の
加
重
平
均
価
格
又

は
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
価
格

と
し
て
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
七

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
額
は
、
関
税
定
率
法
第
三

条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
へ
通
常
の
関
税
率
に
よ
り
算
出
し
た
関

税
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
へ
当
該
各
号
に
定
め
る
方

法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
～
四
（
省
略
）

２
骸
３
（
省
略
）

平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
っ
て
建
第
一
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
輸
入
基
準

数
量
を
超
え
た
各
項
に
係
る
物
品
に
つ
い
て
の
発
動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な

っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

に
限
る
。
）
を
当
該
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
を
控
除
し
た
輸
入
数
量
）

を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各

項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（

切
輪
入
数
量
（
協
定
発
効
円

（
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

（
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
場
合
ｊ
特
別
緊
急
関
税
）

牛
を
軽
過
し
た
日
以
後
の
醜

』

▲
６
０

、
。
｜

言
ｆ
‐
、
、む

第
七
条
の
五
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

税
定
率
法
別
表
第
○
二
・
○
一
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵
し

た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
生
鮮
等
牛
肉
」
と
い
う
。
）
又

は
同
表
第
○
二
・
○
二
項
に
掲
げ
る
牛
の
肉
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以

Ｏ
、

第
七
条
の
四
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別

表
第
一
の
七
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
（
数
量
を
課
税
標
準
と
し
て
関

税
を
課
す
る
物
品
に
あ
っ
て
は
、
関
税
定
率
法
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
九
ま
で
の

規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
。
以
下
同
じ
。
）
が
発
動
基
準
価
格
（
昭
和
六
十

一
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
に
お
け
る
当
該
物
品
の
課
税
価
格
の
加
重
平
均
価
格
又

は
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
価
格

と
し
て
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
の
七

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
額
は
、
関
税
定
率
法
第
三

条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
の
関
税
率
に
よ
り
算
出
し
た
関

税
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方

法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
～
四
同
上

２
．
３
同
上

成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
飼
料
用
麦
を
含
む
項
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
輸
入
基
準
数

量
を
超
え
た
各
項
に
係
る
物
品
に
つ
い
て
の
発
動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ

た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

ｆ
ｏ
ｔ
＼

ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平

（
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍
牛
肉
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

（
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）
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夕
Ｃ

、
ｒ
今
《

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
冷
凍
牛
肉
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
う
ち

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
二

条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に

定
め
る
税
率
と
す
る
。

一
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三

四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数

量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半』、『ワ

。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
力

期
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
七
年

度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る

各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
生

鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
と
す
る
。

）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告

示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
‐
「
第
Ｆ
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う

年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
協
定

対
象
外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象

外
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
超
え
る

関
長
が
認
め
た
も
の
（
第
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原

産
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量
と
の
合
計
数
量
及
び
第
八
条
の
六
第
二

項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前

の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
協
定
発
効
日
前
の

期
間
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
と
協
定
発

〆
，

効
日
以
後
の
期
間
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
原
産
品
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税

ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
へ
第
二
四
半
期
及
び
第
三
四
半
期
に
属
す
る
各
月

0

．
．
！
」

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
冷
凍
牛
肉
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
う
ち

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
二

条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に

定
め
る
税
率
と
す
る
。

一
・
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三

四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数

量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半

期
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
羽
劇
．
Ｈ
対
璃

度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る

各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
生

鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
と
す
る
。

）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告

示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う

と
い
う
。
）
前
の
期
間
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に
係
る
輸

入
数
量
と
協
定
発
効
日
以
降
の
期
間
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
の
規
定
に
基
づ

き
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
産
品
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
が
認
め
た
も
の
（
同
条
第
一
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
原
産
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸
入
数
量
と
の
合
計
数
量
及
び
第
八
条

の
六
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）
が
へ
当
該

。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か

冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（

ら
当
調
判
閲
刎
荊
ヨ
凹
判
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は

年
度
の
前
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
第
三
四
半
期
の
末
日
ま
で
の
協
定
対
象

外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務

0
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二
当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の

前
年
度
に
お
け
る
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
七
年

度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る

各
年
度
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数

量
と
す
る
。
）
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財

務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
輸
入
基
準
数

量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年

度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
協
定
対
象

外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務

大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入

基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
当
該
年
度
の
翌
年
度

の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
が
三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の

五
月
一
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同

年
度
の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で

２
（
省
略
）

３
財
務
大
臣
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍

・
０
０
０
０
，
，
‐
‐
‐
‐
し
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
，
‐
‐
’
０
０
０
０
０
０
０
’
０
日
’
０
０
１
Ｊ
。
。

牛
肉
の
各
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
各
輸
入
数
量
及
び
各
協

定
対
象
外
輸
入
数
量
）
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は

冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成

二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第
一
号
に

．
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
ネ
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
二
号
に
係

る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
協
定

へ
◆
句

一

〆

琢

’

‐

，

Ｂ

・

こ

と

と

な

っ

た

月

の

属

す

る

四

半

期

の

翌

四

半

期

の

初

日

（

そ

の

超

え

る

こ

と

と
な
っ
た
月
が
六
月
、
九
月
文
は
十
二
月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と

と
な
っ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日
」

と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で

オ

｡

）Ｉ
ＩＬ

大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸

入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
超
え
る
こ
と

と
な
っ
た
月
の
属
す
る
四
半
期
の
翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な

っ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二
月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と
と
な

っ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
？

，
二
当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の

前
年
度
に
お
け
る
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
六
年

Ｄ
国
■
■
■
■
■
■
■
・
●

度
に
お
い
て
は
、
当
該
数
量
が
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る

各
年
度
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は
冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
数
量
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
二
分
の
一
に
相
当
す
る
数

量
と
す
る
。
）
‐
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財

務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
第
三
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
輸
入
基
準
数

Ⅷ
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年

度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
協
定
対
象

外
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務

大
臣
が
告
示
す
る
数
量
（
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入

基
準
数
量
］
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
当
該
年
度
の
翌
年
度

の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
が
三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の

五
月
一
日
。
同
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同

年
度
の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で
。

２
同
上

３
財
務
大
臣
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
及
び
冷
凍

牛
肉
の
各
輸
入
数
量
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
各
輸
入
数
量
及
び
各
協

定
対
象
外
輸
入
数
量
）
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
生
鮮
等
牛
肉
又
は

冷
凍
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
第
一
号
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成

二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
中
の
協
定
対
象
外
輸
入
数
量
が
第
一
号
に

係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
二
号
に
係

る
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
（
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
協
定

』

0
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（
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
六
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

税
定
率
法
別
表
第
○
一
○
三
・
九
二
号
に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る

。
）
．
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
生

き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
別
表
第
○
二
○
三
・
二
号
の
二
、
第

○
二
○
三
・
一
二
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
一
九
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
二
一

号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
二
二
号
の
二
及
び
第
○
二
○
三
．
二
九
号
の
二
に
掲
げ

る
豚
の
肉
、
同
表
第
○
二
○
六
・
三
○
号
の
二
の
口
及
び
第
○
二
○
六
・
四
九
号

の
二
の
口
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
、
同
表
第
○
二
一
○
・
二
号
、
第
○
二
一
○

・
一
二
号
、
第
○
二
一
○
・
一
九
号
及
び
第
○
二
一
○
・
九
九
号
の
一
に
掲
げ
る

豚
の
く
ず
肉
等
並
び
に
同
表
第
一
六
○
二
・
四
一
号
の
一
、
第
一
六
○
二
・
四
二

号
の
一
及
び
第
一
六
○
二
・
四
九
号
の
二
の
Ｈ
に
掲
げ
る
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
等

（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
豚
肉
等

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る

も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
へ
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
三
第
○
一
○
三
・
九
二
号
の
仙
中
「
同
表
第
一
項
第
一
号

」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
一
項
第
二
号
」
ど
、
同
表
第
○
二
○
三
・
二
号
の
二

の
仙
中
「
同
表
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同

表
第
○
二
○
三
・
一
二
号
の
二
の
側
中
「
同
表
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「

同
表
第
三
項
第
二
号
」
ど
、
同
表
第
○
一
二
○
・
二
号
の
仙
中
「
同
表
第
四
項

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
四
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
表

に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

一
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三

『
。

ｒ
・
・

対
象
外
輸
入
数
麓
が
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合

に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日
又
は
第
二
号
に
係
る
発

動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で

告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

○’

；
（
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
六
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
関

税
定
率
法
別
表
第
○
一
○
三
・
九
二
号
に
掲
げ
る
豚
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る

。
）
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
生

き
て
い
る
豚
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
別
表
第
○
二
○
三
・
二
号
の
二
、
第

○
二
○
三
・
一
二
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
一
九
号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
二
一

号
の
二
、
第
○
二
○
三
・
二
二
号
の
二
及
び
第
○
二
○
三
・
二
九
号
の
二
に
掲
げ

る
豚
の
肉
、
同
表
第
○
二
○
六
・
三
○
号
の
二
の
口
及
び
第
○
二
○
六
・
四
九
号

の
二
の
口
に
掲
げ
る
豚
の
く
ず
肉
、
同
表
第
○
二
一
○
・
二
号
、
第
○
二
一
○

・
一
二
号
、
第
○
二
一
○
・
一
九
号
及
び
第
○
二
一
○
・
九
九
号
の
一
に
掲
げ
る

豚
の
く
ず
肉
等
並
び
に
同
表
第
一
六
○
一
斤
四
一
号
の
言
第
一
六
○
二
・
四
二

号
の
一
及
び
第
一
六
○
二
・
四
九
号
の
二
の
Ｈ
に
掲
げ
る
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
等

（
以
下
こ
の
条
並
び
に
別
表
第
一
の
三
の
二
及
び
第
一
の
八
に
お
い
て
「
豚
肉
等

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る

も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
三
第
○
一
○
三
・
九
二
号
の
仙
中
「
同
表
第
一
項
第
一
号

」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
一
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
○
二
○
三
・
二
号
の
二

の
仙
中
「
同
表
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
二
項
第
二
号
」
と
へ
同

表
第
○
二
○
三
、
一
二
号
の
二
の
仙
中
「
同
表
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「

同
表
第
三
項
第
二
号
」
と
、
同
表
第
○
二
一
○
・
二
号
の
仙
中
「
同
表
第
四
項

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
表
第
四
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
表

に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

一
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
第
一
四
半
期
、
第
二
四
半
期
及
び
第
三

。
」Ｉ

対
象
外
輸
入
数
量
が
第
二
号
に
係
る
協
定
対
象
外
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合

に
限
る
。
）
・
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日
又
は
第
二
号
に
係
る
発

動
日
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
‐
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で

告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

0
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１

。

、

四

半

期

に

属

す

る

各

月

の

末

日

ま

で

の

豚

肉

等

の

輸

入

数

量

（

第

八

条

の

六

第

二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に

お
け
る
各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま

で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
に

百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す

る
数
量
を
超
え
た
場
合
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
属
す
る
四
半
期
の

翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二

月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
第
七

項
に
お
い
て
．
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ち
当
該
年
度
の
末
日

ま
で

二
当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去

三
年
度
に
お
け
る
各
年
度
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の

／
一
に
相
当
す
る
数
量
に
百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ

め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
初
日

（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
が
三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の
五
月
一

日
。
第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
年
度

の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で

２
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
中

の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す

る
数
量
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場

合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の

翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
項
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。

）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の

率
は
、
第
二
条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
別
表
第
一
の
八
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。
》

３
～
６
（
省
略
）

７
財
務
大
臣
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き
て
い

6

）．
・’

四
半
期
に
属
す
る
各
月
の
末
日
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
（
第
八
条
の
六
第

二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
輸
入
数
量
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に

お
け
る
各
年
度
の
初
日
か
ら
同
年
度
の
当
該
各
月
の
属
す
る
四
半
期
の
末
日
ま

で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
に

百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す

る
数
量
を
超
え
た
場
合
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
属
す
る
四
半
期
の

翌
四
半
期
の
初
日
（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
が
六
月
、
九
月
又
は
十
二

月
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
。
第
七

項
に
お
い
て
「
第
一
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日

ま
で
。

二
当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去

三
年
度
に
お
け
る
各
年
度
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の

一
に
相
当
す
る
数
量
に
百
分
の
百
十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
し
て
あ
ら
か
じ

め
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
初
日

（
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
が
三
月
で
あ
る
と
き
は
、
同
年
度
の
五
月
一

日
。
第
七
項
に
お
い
て
「
第
二
号
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
年
度

の
第
一
四
半
期
の
末
日
ま
で
。

２
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
中

の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
告
示
す

る
数
量
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場

合
に
は
、
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
う
ち
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の

翌
々
月
の
初
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
項
に
係
る
発
動
日
」
と
い
う
．

）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の

率
は
、
第
二
条
又
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
別
表
第
一
の
八
に
定
め
る
税
率
と
す
る
。

３
～
６
“
同
上

７
財
務
大
臣
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
毎
月
末
ま
で
の
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
並
び
に
生
き
て
い

0

－10－



別
表
第
一
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条
の

二
、
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
、
第
九
条
関
係
）

、
孝
一
一

一
／
，
，
‘
０
，
．
．

る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の

輸
入
数
量
が
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が

告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日
又
は

第
二
号
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で

に
、
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸

入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
二
項
に
係
る
発
動
日
．
（
第
三

項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を

そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す

る
も
の
と
す
る
。ｒ

■
●

Ｃ
粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の

も
の
（
脂
肪
分
が
全
重
量
の
一
・

五
％
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
砂
謄
を
加
え
た
も
の

〃

０
典
Ⅱ
０
，
１
０

小
学
校
、
中
学
校
（
中

等
教
育
学
校
の
前
期
課

程
を
含
む
。
）
へ
夜
間

に
お
い
て
授
業
を
行
う

課
程
を
置
く
高
等
学
校

（
中
等
教
育
学
校
の
後

○；

別
表
第
一
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条
の

二
、
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
、
第
九
条
関
係
）
』

同
上
一
同
上

Ｕ

る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
中
の
豚
肉
等
の

輸
入
数
量
が
第
一
項
第
一
号
反
は
第
二
号
に
規
定
す
る
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が

告
示
す
る
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
一
号
に
係
る
発
動
日
又
は

第
二
号
に
係
る
発
動
日
（
第
三
項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で

嘆
当
該
年
度
中
の
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
が
当
該
年
度
の
輸

入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
第
二
項
に
係
る
発
動
日
（
第
三

項
に
規
定
す
る
重
複
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重
複
期
間
の
開
始
の
日
）
を

そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
告
示
す

る
も
の
と
す
る
。

■
■

匹
戸

》

○
粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
欲

も
の
（
脂
肪
分
が
全
重
量
の
一
・

五
％
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
砂
膳
を
加
え
た
も
の

ひ
Ｏ
Ｌ
Ⅲ
０
１
０

小
学
校
、
中
学
校
（
中

等
教
育
学
校
の
前
期
課

程
を
含
む
。
）
、
夜
間

に
お
い
て
授
業
を
行
う

課
程
を
置
く
高
等
学
校

■◆

同
上

｡

《》
t

j－11－

関
税
定
率
法

別
表
の
番
号

ｐ

グ

ク

ロ ・
ロロ

■

名

句

税
率

関
税
定
率
法

別
表
の
番
号

●

品
名

税
率



』

フ

ｎ

期
課
程
を
含
む
。
）
、

特
別
支
援
学
校
若
し
く

は
幼
稚
園
の
児
童
、
生

徒
若
し
く
は
幼
児
、
政

令
で
定
め
る
児
童
福
祉

施
設
の
児
童
又
は
児
童

福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号

）
第
六
条
の
三
第
九
項

、
第
一
○
項
若
し
く
は

第
一
二
項
に
規
定
す
る

事
業
に
よ
る
保
育
を
受

け
る
児
童
の
給
食
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「

・
学
校
等
給
食
用
の
も
の

」
と
い
う
ｂ
）
及
び
配

合
飼
料
の
う
ち
政
令
で

定
め
る
も
の
の
製
造
に

使
用
す
る
た
め
の
も
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
飼
料
用
の
も
の
］

と
い
う
。
）

側
学
校
等
給
食
用
の
も

の
の
う
ち

こ
の
号
の
二
の
Ｈ

の
Ⅲ
及
び
第
○
四

○
二
・
二
一
号
の

二
の
Ｈ
に
掲
げ
る

⑦ 8

Ｌ

期
課
程
を
含
む
。
）
、

特
別
支
援
学
校
若
し
く

は
幼
稚
園
の
児
童
、
生

徒
若
し
く
は
幼
児
又
は

政
令
で
定
め
る
児
童
福

祉
施
設
の
児
童
の
給
食

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
学
校
等
給
食
用
の

も
の
」
と
い
う
。
）
及

び
配
合
飼
料
の
う
ち
政

’
ｌ
令
で
定
め
る
も
の
の
製

造
に
使
用
す
る
た
め
の

も
の
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
飼
料
用
の
も

の
」
と
い
う
。
）

○
(1)

学
校
等
給
食
用
の
も

の
の
う
ち

こ
の
号
の
二
の
Ｈ

の
側
及
び
第
○
四

○
二
・
二
一
号
の

二
の
Ｈ
に
掲
げ
る

－12－砂
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』

》

ｒ
・

粉
状
、
粒
状
そ
の

他
の
固
形
状
の
ミ

ル
ク
及
び
ク
リ
ー

ム
の
う
ち
学
校
等

給
食
用
の
も
の
に

つ
い
て
、
封
眺
Ｙ
二

六
四
ト
ン
を
基
準

と
し
、
当
該
年
度

に
お
け
る
国
内
需

要
見
込
数
量
、
国

“
際
市
況
そ
の
他
の

条
件
を
勘
案
し
て

政
令
で
定
め
る
数

量
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
学
校

等
給
食
用
の
脱
脂

粉
乳
に
係
る
共
通

の
限
度
数
量
」
と

い
う
。
）
以
内
の

も
の

②
飼
料
用
の
も
の
の
う

ち
・
学
校
等
給
食
用
以

外
の
脱
脂
粉
乳
に

係
る
共
通
の
限
度

数
量
以
内
の
も
の

口
そ
の
他
の
も
の
、

側
独
立
行
政
法
人
農
畜

産
業
振
興
機
構
が
加

ロ

｝無
税

無
税

－

４
１
１
１
，

粉
状
、
粒
状
そ
の

他
の
固
形
状
の
ミ

ル
ク
及
び
ク
リ
ー

ム
の
う
ち
学
校
等

給
食
用
の
も
の
に

つ
い
て
、
七
、
二

六
四
ト
ン
を
基
準

と
し
、
当
該
年
度

に
お
け
る
国
内
需

要
見
込
数
量
、
国

際
市
況
そ
の
他
の

条
件
を
勘
案
し
て

政
令
で
定
め
る
数

量
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
学
校

等
給
食
用
の
脱
脂

粉
乳
に
係
る
共
通

の
限
度
数
量
」
と

い
う
。
）
以
内
の

も
の

②
飼
料
用
の
も
の
の
う

ち

々
学
校
等
給
食
用
以

外
の
脱
脂
粉
乳
に

係
る
共
通
の
限
度

数
量
以
内
の
も
の

口
そ
の
他
の
も
の

側
独
立
行
政
法
人
農
畜

産
業
振
興
機
構
が
加

ひ

無
税

無
税

〆

－13－



（
省
略
）

（
省
略
） (2)

工
原
料
乳
生
産
者
補

給
金
等
暫
定
措
置
法

第
一
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
数
量
の
範

囲
内
で
輸
入
す
る
も

の
及
び
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
農
林
水

産
大
臣
の
承
認
を
受

け
て
輸
入
す
る
も
の

そ
の
他
の
も
の
の
う

ち
学
校
等
給
食
用
以

外
の
脱
脂
粉
乳
に

係
る
共
通
の
限
度

数
量
以
内
の
も
の

r-､｝ひ
（
省
略
）

二
五
％

二
五
％

同
上
一
七
・
○
三

一
七
○
三
・
一
○

際
に
生
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

糖
み
つ
（
砂
糖
の
抽
出
又
は
精
製
の

同
上

甘
し
や
糖
み
つ

二’
○ （ ，；

ー一

(2)そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

を
受
け
な
い
も
の
の
う

ち 第
一
項
の
規
定
の
適
用

関
税
定
率
法
第
一
三
条

工
原
料
乳
生
産
者
補

給
金
等
暫
定
措
置
法

第
一
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
数
量
の
範

囲
内
で
輸
入
す
る
も

の
及
び
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
農
林
水

産
大
臣
の
承
認
を
受

け
て
輸
入
す
る
も
の

そ
の
他
の
も
の
の
う

ち
学
校
等
給
食
用
以

外
の
脱
脂
粉
乳
に

係
る
共
通
の
限
度

数
量
以
内
の
も
の

用
の
も
の
の
う
ち
、

ア
ル
コ
ー
ル
の
製
造

の
二
に
掲
げ
る
糖
み

こ
の
号
の
二
及
び
第

一
七
○
三
・
九
○
号

同
上

二
五
％

二
五
％

－14－



別
表
第
一
の
三
段
階
的
に
暫
定
税
率
の
引
下
げ
を
行
う
農
産
物
等
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
六
関
係
）

関
税
定
率
法

（
省
略
）

0

品

（
省
略
）名

や

平
成
七

年
四
月

一
日
か

ら
平
成

八
年
三

平
成
八

年
四
月

一
日
か

ら
平
成

九
年
三 税

、

平
成
九

年
四
月

一
日
か

ら
平
成

一
○
年 、ら （

省
略
）

平
成
－

０
年
四

月
一
日

か
ら
平

成
一
一

、

平
成
一

一
年
四

月
一
日

か
ら
平

成
一
二

率

平
成
一

二
年
四

月
一
日

か
ら
判

闘
．
川

、

別
表
第
一
の
三
段
階
的
に
暫
定
税
率
の
引
下
げ
を
行
う
農
産
物
等
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
六
関
係
）

同
上

関
税
定
率
法

一
七
○
三
・
九
○
一
そ
の
他
の
も
の

同
上

品

二’
（ ノ
ータ○

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

名

を
受
け
な
い
も
の
の
う

ち 第
一
項
の
規
定
の
適
用

関
税
定
率
法
第
一
三
条

の
限
度
数
量
以
内
の

Ｉもの 量
」
と
い
う
。
）
以

Ｉ
内
の
も
の

令
で
定
め
る
数
量
（

用
の
も
の
で
、
共
通

条
件
を
勘
案
し
て
政

品
の
需
給
そ
の
他
の

年
度
に
お
け
る
か
ん

以
下
こ
の
項
に
お
い

ア
ル
コ
ー
ル
の
製
造

し
よ
そ
の
他
の
ア
ル

て
情
共
通
の
限
度
数

コ
ー
ル
製
造
用
原
料

つ
に
つ
い
て
、
当
該

平
成
七

年
四
月

一
日
か

ら
平
成

八
年
三

平
成
八

年
四
月

一
日
か

ら
平
成

九
年
三 税

平
成
九

年
四
月

一
日
か

ら
平
成

一
○
年 同

上
平
成
一

○
年
四

月
一
日

か
ら
平

成
一
一

平
成
一

一
年
四

月
一
日

か
ら
平

成
一
二

率

ｌ無税ｌ無税
平
成
一

二
年
四

月
一
日

か
ら
剰

成
二
七

－15－



～

別
表
の
番
号

（
省
略
）

○
四
○
二
・
一
○

（
省
略
）
（
省
略
）
（
省
略
）
（
省
略
）

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の
も
の
（
駈
肪

分
が
全
重
仕
の
一
・
五
％
以
下
の
も
の
に
限
る

●
）

一
砂
糖
を
加
え
た
も
の
の
う
ち

（
省
略
）

二
そ
の
他
の
も
の

Ｈ
小
学
校
や
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校

の
前
期
腺
程
を
含
む
。
）
、
夜
間
に

お
い
て
授
業
を
行
う
腰
程
を
匪
く
商

等
学
校
（
中
等
敦
育
学
校
の
後
期
課
・

程
を
含
む
。
）
、
特
別
支
援
学
校
若

し
く
は
幼
稚
園
の
児
遼
、
生
徒
若
し

く
は
幼
児
、
政
令
で
定
め
る
児
童
福

祉
施
殴
の
児
童
刻
劇
矧
翻
翻
拙
濁
剰
．

口
そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

封
引
網
制
剖
到
馴
副
馴
園
の
給
食
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
学
校
等
給
食
用
の
も
の

」
と
い
う
。
）
及
び
配
合
飼
料
の
う

ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
製
造
に
使

用
す
る
た
め
の
も
の
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
飼
料
用
の
も
の
」
と
い

う
。
）
の
う
ち

別
表
第
一
第
○
四
○
二
・
’
○
号

の
こ
の
Ｈ
に
掲
げ
る
秘
率
の
適
用

を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の

く
は
第
一
二
項
に
規
定
す
る
事
蕊
個

六
条
の
三
第
九
項
、
第
一
○
項
若
し

一
キ
ロ

グ
ラ
ム

に
つ
き

一
○
五

円
三
三

銭 月
三
一

日
ま
で

に
輸
入

さ
れ
る

も
の

、

一
キ
ロ

グ
ラ
ム

に
つ
き

－
０
二

円
六
七

銭 月
三
一

日
ま
で

に
輸
入

さ
れ
る

も
の

一
キ
ロ

グ
ラ
ム

に
つ
き

－
０
０

円 三
月
三

一
日
ま

で
に
輸

入
さ
れ

る
も
の 、

○
一
キ
ロ

グ
ヲ
ム

に
つ
き

九
七
円

三
三
銭

年
三
月

三
一
日

ま
で
に

輸
入
さ

れ
る
も

の
・

（
省
略
）

勺

一
キ
ロ

グ
ラ
ム

に
つ
き

九
四
円

六
七
銭

年
三
月

三
一
日

ま
で
に

輸
入
さ

れ
る
も

の（
省
略
）

I
一
キ
ロ

グ
ラ
ム

に
つ
き

九
二
円 21噌窪調

同
上
、
同
上
同
上
同
上
同
上

○
四
○
二
・
一
○
粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の
も
の
（
脂
肪

分
が
全
禽
孟
の
一
・
〃
五
％
以
下
の
も
の
に
限
る

。
）

一
砂
糖
を
加
え
た
も
の
の
う
ち
．

同
上

二
そ
の
他
の
も
の

Ｈ
小
学
校
、
中
学
校
（
中
等
敦
育
学
校

の
前
期
媒
租
を
含
む
。
）
、
夜
間
に

お
い
て
授
業
を
行
う
媒
種
を
匠
く
商

等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
謀

程
を
含
む
．
）
、
特
別
支
援
学
校
若

し
く
は
幼
稚
園
の
児
童
、
生
徒
若
し

く
は
釧
矧
刻
劇
政
令
で
定
め
る
児
童

福
祉
施
股
の
児
童
の
給
食
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
。
「
学
校
等
給
食
用
の
も
の
」
と
い

う
。
）
及
び
配
合
飼
料
の
う
ち
政
令

〃
で
定
め
る
も
の
の
製
造
に
使
用
す
る

。
た
め
の
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
！

て
「
飼
料
用
の
も
の
』
と
い
・
匙
）

の
う
ち

別
表
の
番
号

口
そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

釧
岬
細
州
僻
咄
需
一
風
上
一
圃
上
一
同
上
一
風
上
一
同
上
一
周
坐

Lノ○

ヘ
月
三
一

日
ま
で

に
輸
入

さ
れ
る

も
の

月
三
一

日
ま
で

に
輸
入

さ
れ
る

も
の

三
月
三

一
日
ま

で
に
輸

入
さ
れ

る
も
の

年
三
月

三
一
日

ま
で
に

輸
入
さ

れ
る
も

の同
上
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1
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１

、



別
表
第
一
の
七
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
調
合
の
特
別
緊
愈
関
税
対
象
品
目
表
（
第
七
条
の
四
関
係
）

別
表
第
一
の
六
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
加
算
関
税
率
表
（
第
七
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
の
三
の
二
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
基
箪
輸
入
価
格
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

（
省
略
）

（
省
略
）

別
表
第
一
第
○
四
○
一
手
一
○
号

の
こ
の
口
に
掲
げ
る
税
率
の
適
用

を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の

二
四
・

四
％
及

び
一
キ

ロ
グ
ラ

ム
に
つ

き
一
○

五
円
三

三
銭

（
省
略
）

一
一
一
一
一
●

八
％
及

び
一
キ

ロ
グ
ラ

ム
に
つ

き
一
○

二
円
六

七
銭

（
省
略
）

一
一
一
一
一
●

二
％
及

び
一
キ

ロ
グ
ラ

ム
に
つ

き
－
０

○
円 r､）

（
省
略
）⑦

一
一
一
一
●

五
％
及

び
．
－
キ

ロ
グ
ラ

ム
に
つ

き
九
七

円
三
三

銭（
省
略
）

一
＄
一
一
●

九
％
及

び
一
キ

ロ
グ
ラ

ム
に
つ

き
九
四

円
六
七

銭
．

（
省
略
）

一
一
一
●

三
％
及

び
一
キ

ロ
グ
ラ

ム
に
つ

き
九
二

円（
省
略
）

別別
表
第
一
の
七
課
税
価
格
が
発
動
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
謁
合
の
特
別
緊
忽
関
税
対
象
品
目
表
（
第
七
条
の
四
関
係
）

同
上項

名

同
上

別
表
第
一
第
０
四
○
二
・
一
○
号

の
二
の
ロ
に
掲
げ
る
税
率
の
適
用

を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上

し○

品

同
上
一
同
上
一
同
上
一
同
上
一
同
上
一
同
上

目

P

／
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（
省
略
）

項
名

（
省
略
）

へ 品
目

（
省
略
）
／

●

（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

平
成
七
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
八
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
八
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
九
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
九
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
一
○
年

三
月
三
一
日

ま
で
に
輸
入

さ
れ
る
も
の

平
成
一
○
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
一
一

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

平
成
二
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
一
二

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の 平
成
一
二
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
二
八

税

率

（
省
略
）
↑

項
名

（
省
略
）

号
名

（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

平
成
七
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
八
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
八
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
九
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
九
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
一
○
年

三
月
三
一
日

ま
で
に
輸
入

さ
れ
る
も
の

平
成
一
○
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
二

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

平
成
二
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
一
二

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

年
三
月
三
一

ｉ日
ま
で
に
輪

入
さ
れ
る
も

の
｝ 平

成
一
二
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
二
八

●
申
基
準
輸
入
価
格
．

同
上

項
名

同
上

号
名

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

平
成
七
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
八
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
八
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
九
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
九
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
－
０
年

三
月
三
一
日

ま
で
に
輸
入

さ
れ
る
も
の

平
成
一
○
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
二

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

平
成
一
一
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
一
二

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

年
三
月
三
一

副
室
で
に
輪

・
入
さ
れ
る
も

の 平
成
一
二
年

四
月
一
日
か

ら
判
劇
．
匂

基
準
輸
入
価
〃
格

同
上

項
名

同

上．

ロ
函
ロ
園

同
上

同
上

､同

上

.同

上

同
上

同
上

国
ひ
二
１
↑
”
Ｈ
１
『
‐
▲
辱
｛
肉
皿
ど
酉

月
一
日
か
ら

平
成
八
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

け
り
色
色
ｂ
，
一
■
●
ａ
Ｐ
ｂ
ｂ
Ｐ
』
■
■
■

平
成
八
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
九
年
三

月
三
一
日
ま
・

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
九
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
一
○
年

三
月
三
一
日

ま
で
に
輸
入
．

さ
れ
る
も
の

平
成
一
○
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
二

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

平
成
二
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
一
二

年
三
月
三
・
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の 平
成
一
二
年

四
月
一
日
か

ら
判
劇
コ
制

税
率



別
表
第
一
の
八
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
描
歴
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

一

一

ー

(ﾍ）
C

別
表
第
一
の
八
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
係
る
暫
定
関
税
率
表
（
第
七
条
の
六
関
係
）

一

●
ー

し0

』

一

ｰ
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（
省
略
）

別 関 ．

税
定
率

表
・
の
番

号 法芭

（
省
略
）

品
名

（
省
略
）

。
（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

（
省
略
）

平
成
七
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
八
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ
“

れ
る
も
の

平
成
八
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
九
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
九
竿
四

月
一
日
か
ら

平
成
一
○
年

三
月
三
一
日

ま
で
に
輸
入

さ
れ
る
も
の

平
成
一
○
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
一
一

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

平
成
二
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
一
二

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

年
三
月
三
一

１日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の
１
日
ｑ
ｇ
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｆ
■
卓
ｌ
ｊ
ク

平
成
一
二
年

四
月
一
日
か

税
率

－
０
四

C
早＝

一

○
二

＄

○

（
省
略
）

（
省
略
）
．

闇
税
率
表
第
五
０
０
二
・
○
○
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

玉
糸
以
外
の
も
の
で
繊
度
が
二
一
中
の
も
の
．
‐

詮

（
宿
略
）

同
上

関
税
定
率
法

別
表
の
番
号

同
上

品
名

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

平
成
七
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
八
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
八
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
九
年
三

月
三
一
日
ま

で
に
輸
入
さ

れ
る
も
の

平
成
九
年
四

月
一
日
か
ら

平
成
一
○
年

三
月
三
一
日

ま
で
に
輸
入

さ
れ
る
も
の

平
成
一
○
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
二

年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

平
成
二
年

四
月
一
日
か

ら
平
成
一
二

、
年
三
月
三
一

日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

の

年
三
月
三
一

１日
ま
で
に
輸

入
さ
れ
る
も

早
●

の 平
成
一
二
年

四
月
一
日
か

ら
判
劇
．
匂

税
率

一
○
五

’
０
四

一
○
三

一

○
二

1

0

同
上
同
上
，
．

■
■
■
■
■
印
■
■
■
ｑ
Ｉ
０
ｕ
■
■
ｑ
ｄ
ｑ
ｑ
’
ｑ
Ｉ
０
Ｕ
■
’
■
ｊ
■
可
。
■
■
ｑ
１
■
且
■
可
４
■
■
ｑ
■
４
■
９
０
■
１
１
１
９
．
■
ｑ
１
Ｉ
Ｉ
ｑ
４
ｊ
Ｉ
６
二
■
日
４
１
１I
関
税
率
表
第
五
○
○
二
・
０
０
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

玉
糸
以
外
の
も
の
で
繊
度
が
二
一
中
の
も
の
制
謝
制
矧
週
瑚
副
剥
樹
刎
制
呵
．

同
上
．



【様式】
‐

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する

意見 ．

〆～､
q

p

ろ ●ー

）

０
や争
〆

C

府省庁名 財務省関税局関税課 TEL(直通） ■■ |■■■
担当者名 小山田 E-111ai l ■■■■■■l■■

意見及びその理由
タ

q ,

0

1

画Ⅱ

16 「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 （以下「整

備法」といいます｡)第127条において、関税法第14条の2第2項の改正を行うこととさ

れていますが、同項については、現在財務省から国会に提出している「関税法及び関税暫

定措置法の一部を改正する法律案」 （以下「関税改正法」といいます｡）においても改正を
●

予定しております。
｡

整備法における関税法第14条の2の改正部分と、関税改正法における改正部分とで重

複する部分はなく、整備法本文への影響はないところですが、関税改正法の成立時期(3

月末予定（日切れ法案)）によっては、整備法の閣議決定日における整備法新旧対照表の

規定が、関税改正法による改正後の関税法の規定とで異なることとなります(現在、整備
■ 申 ①

法新旧対照表は、関税改正法による改正前の関税法の規定となっています｡)。

関税改正法の新旧対照表をお送りいたしますので､要すれば、整備法新旧対照表を修正

いただけますよう、お願い致します。

６
巳

6

【回答】 （当庁記入欄）

①

御指摘のとおり、新旧対照表を関税改正法による改正を踏まえたものに修正する。
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民法の一部を改正する法律案についての質問用紙

ITEL (直通) |1|府省名 ｜文部科学省 I
■

Ｉ

■

，

？

■

■

■

■

Ⅱ

９

日

■

９

８

・

日

９

２

９

４

凸

■

■

■

■

山

■

■
■■■■■■■■■

I

I部局課室名 文化庁著作権課著作物流通推
進室

FAX

担当者名 星川・吉田

P
e-mail

I

質問

1．第五百四十八条の四第一項第二号について

「その他の変更に係る事情」とはどのような事情を想定しての規定か。想定される具体的
な事情とあわせてご教示願いたい。

り

2．第五百四十八条の四第一項第二号について

著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号）は、著作権等の管理を委託する者の

保護と著作物等の利用の円滑化を目的としており、委託者及び使用者の利益保護の観点から、 ，

著作権等管理事業を行う者に対して、管理委託契約約款（同法第十一条)及び使用料規程（同｛

法第十三条）を定め文化庁長官へ届け出ることを義務付けている。関連して、文化庁長官は、

委託者又は利用者の保護のため管理委託契約約款又は使用料規程の変更等の業務改善命令を

出すことができることとなっている。管理委託契約約款及び使用料規程が「定型約款」に該

当する場合、著作権等管理事業法の規定に基づいて変更が届出られた場合、これは「その他
の変更に係る事情」として合理性を認める方向で考慮されることになるか。

一~､

編
、_ノ

P ，

◆

3．第五百四十八条の四第一項第二号について

著作権等管理事業法においては、使用料規程の変更を使用とするときは、利用者又は利用

者団体からあらかじめ意見を聴取するように努めることとなっている(同法第十三条第二項）

事前の意見聴取において、利用者又は利用者団体から変更内容について反対意見が出された
場合は、 「その他の変更に係る事情」として合理性の判断に影響を与えると解されるのか。
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民法の一部を改正する法律案についての質問用紙

|府省名 ｜文部科学省 帷L喧逼丁~8－
ｌ
貧

部局課室名
1
1文化庁著作権課著作物流通推

進室
■■■■■FAX

e-mail担当者名

|，
星川。吉田

｜
■
Ｉ

■
１
ｊ
》
■
ｒ
０
ｑ

L

【回答】

｢その他の変更に係る事情」とは4例示として挙げている変更の必要性、変更後の内容の相
へ
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情
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性
の
当
も罰
更が合理的であ､るといえないというものではなく、第五百四十八条の四第一項第二号該当性

は、飽くまでも総合的1こ判断される。
・変更について個別の同意を得ることにつき、相当のコストを要するなどそれが困難である
かどうか

・変更が効力を生ずるまでにどの程度の猶予時期があるか

・変更にあたって、変更に不服のある相手方に対して何らかの代償的手段（解約権の付与な
ど）を与えているか、及びその内容

二
－
６
９
Ｊ
彦

2．第五百四十八条の四第一項第二号について

著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号)は、著作権等の管理を委託する者の

保護と著作物等の利用の円滑化を目的としてお叺委託者及び使用者の利益保護の観点から、
著作権等管理事業を行う者に対して､管理委託契約約款(同法第十一条)及び使用料規程(同
法第十三条）を定め文化庁長官へ届け出ることを義務付けている。関連して、文化庁長官は、

c壼琴壹蚤鯉灘雪艘需書鱒轆嚇繍鱒鴬瀞篭－』
当する場合、著作権等管理事業法の規定に基づ｡いて変更が届出られた場合、これは「その他
の変更に係る事情」として合理性を認める方向で考盧されることになるか。

【回答】

約款の変更が個別事業法に基づき適切な手続を経てされたものであるという事実は、変更の
合理性を認定するための積極的な考盧要素の一つとなり得るものと考えられる。

3．第五百四十八条の四第一項第二号について

著作権等管理事業法においては、使用料規程の変更を使用とするときは、利用者又は利用

者団体からあらかじめ意見を聴取するように努めることとなっている(同法第十三条第二項）
事前の意見聴取において、利用者又は利用者団体から変更内容について反対意見が出された
場合は、 「その他の変更に係る事情」として合理性の判断に影響を与えると解されるのか。

【回答】

質問



北の回答記載のとおり、 「その他の変更に係る事情」は幅広い事情を含むものであるため、
意見聴取手続を実施していることや、当該手続において利用者等から変更に関して反対意見
が出されていることなどは､考慮され得るものと考えられるが､飽くまでも考慮要素の一つ
であり、第五百四十八条の四第一項第二号該当性は､飽くまでも総合的に判断される。
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民法の一部を改正する法律案についての質問用紙

|TEL(直面

＝
府省名 ｜文部科学省

部局課室名 文化庁著作権課著作物流通推

進室

FAX

－－■■ ■ ‐－

担当者名 ’
一
■

星川。吉田 e-mail １
１

■
イ

I

【 . 画

質問

1.第五百四十八条の四第一項第二号について

「その他の変更に係る事情」とはどのような事情を想定しての規定か。想定される具体的
な事情とあわせてご教示願いたい。

･

【回答】

「その他の変更に係る事情」とは、例示として挙げている変更の必要性、変更後の内容の相
当性、定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容以外の事情を広く含む一、

ものであるが、例えば、以下のような事情が想定される。なお、これらの事情がなければ変、

更が合理的であるといえないというものではなく、第五百四十八条の四第一項第二号該当性

は、飽くまでも総合的に判断される。 、

“変更について個別の同意を得ることにつき、相当のコストを要するなどそれが困難である

かどうか

・変更が効力を生ずるまでにどの程度の猶予時期があるか

，変更にあたって、変更に不服のある相手方に対して何らかの代償的手段（解約権の付与な

ど）を与えているか、及びその内容

弓

｡

2．第五百四十八条の四第一項第二号について

著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号）は、著作権等の管理を委託する者の

保護と著作物等の利用の円滑化を目的としており､委託者及び使用者の利益保護の観点から、
著作権等管理事業を行う者に対して､管理委託契約約款（同法第十一条）及び使用料規程（同
法第十三条）を定め文化庁長官へ届け出ることを義務付けている。関連して、文化庁長官は、

c講壹蚤鯉蕊書腰欝=蕊篁蕊鰯蠅鱸謝菫薑繍霞二
当する場合、著作権等管理事業法の規定に基づいて変更が届出られた場合、これは「その他
の変更に係る事情」として合理性を認める方向で考盧されることになるか。

句

●

叩

【回答】

約款の変更が個別事業法に基づき適切な手続を経てされたものであるという事実は、変更の
合理性を認定するための積極的な考盧要素の一つとなり得るものと考えられる。

【再質問】

「約款の変更が個別事業法に基づき適切な手続を経てされたものであるという事実」につい

ては､変更の合理性を認定するための積極的な考慮要素の一つとなり得るとのことであるが、
個別事業法に基づき変更後に届出られた約款の合理性を判断する上で、行政庁が届け出られ

’一

た約款の変更等の業務改善命令を行うことができるという点は、どのように考盧されるか。
e ●

｡



〆

3：第五百四十八条の四第一項第二号について ：
著作権等管理事業法においては、使用料規程の変更を使用とするときは、利用者又は利用
者団体からあらがじめ意見を聴取するように努めることとなっている(同法第十三条第二項）
事前の意見聴取において､.利用者又は利用者団体から変更内容について反対意見が出された
場合は、 「その他の変更に係る事情」として合理性の判断に影響を与えると解されるのか。

【回答】 : . ﾑ :: と

1．の回答記載のとおり、 「その他の変更に係る事情｣は幅広い事情を含むものであるため、
意見聴取手続を実施していることや、当該手続において利用者等から変更に関して反対意見
が出されていることなどは、考慮され得るものと考えられるが、飽くまでも考慮要素の一つ
であり、第五百四十八条の四第一項第二号該当性は、飽くまでも総合的に判断される。
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民法の一部を改正する法律案についての質問用紙

府省名 ｜文部科学省 |TEL (直圃~■ーI Ｉ
1 I部局課室名 文化庁著作権課著作物流通推

、

進室

FAX1

1

ノ

凸
６
８
．
Ｆ

担当者名 ｜

■
星川。吉田 e-mail

’I

■

勺 ■ さ

ｰ

【回答】
争 ■

｢その他の変更に係る事情」とは、例示として挙げている変更の必要性、変更後の内容の相

（
〉
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ば
く
れ
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け
を
な
情
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事
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れ
内
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そ
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性
の
当
もる
更が合理的であるといえないというものではなく、第五百四十八条の四第一項第二号該当性

は、飽くまでも総合的に判断される。

・変更について個別の同意を得ることにつき、相当のコストを要するなどそれが困難である

かどうか

・変更が効力を生ずるまでにどの程度の猶予時期があるが
。変更にあたって、変更に不服のある相手方に対して何らかの代償的手段（解約権の付与な
ど）を与えているか、及びその内容

2．第五百四十八条の四第一項第二号について

著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号）は、著作権等の管理を委託する者の

保護と著作物等の利用の円滑化を目的としており、委託者及び使用者の利益保護の観点から、

著作権等管理事業を行う者に対して、管理委託契約約款（同法第十一条）及び使用料規程（同

法第十三条）を定め文化庁長官へ届け出ることを義務付けている。関連して、文化庁長官は、
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当する場合、著作権等管理事業法の規定に基づいて変更が届出られた場合、これは「その他

の変更に係る事情」として合理性を認める方向で考盧されることになるか。

【回答】

約款の変更が個別事業法に基づき適切な手続を経てされたものであるという事実は、変更の
合理性を認定するための積極的な考盧要素の一つとなり得るものと考えられる。

【再質問】

「約款の変更が個別事業法に基づき適切な手続を経てされたものであるという事実」につい

ては､変更の合理性を認定するための積極的な考盧要素の一つとなり得るとのことであるが、

個別事業法に基づき変更後に届出られた約款の合理性を判断する上で、行政庁が届け出られ

た約款の変更等の業務改善命令を行うことができるという点は、どのように考盧されるか。

【再回答】

質問
●
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第五百四十八条の四第一項第二号該当性の判断に当たっては､将来の事情を考慮することは
困難であるため、将来において業務改善命令が発せられ得るという事情は基本的には考慮さ
れないものと考えぢれふ〃：

3．第五百四十八条の四第一項第二号について
著作権等管理事業法においては、使用料規程の変更を使用とするときは、利用者又は利用
者団体からあらかじめ意見を聴取するように努めることとなっている(同法第十三条第二項）
事前の意見聴取において、利用者又は利用者団体から変更内容について反対意見が出された
場合は、 「その他の変更に係る事情」として合理性の判断に影響を与えると解されるのか。

【回答】

1、の回答記載のとお叺「その他の変更に係る事情｣は幅広い事情を含むものであるため、

羅瀞童書轌懸難鑪萱職蕊蛎=鱸蓬蕊呈濟
であり、第五百四十八条の四第一項第二号該当性は、飽くまでも総合的に判断される。
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